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経口摂取 

資料４ 土壌汚染が人の健康に影響を及ぼす経路 
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飛散・揮散③ 

 

 

  

                降下・吸収  

  摂取・付着（土遊び等）② 

           

    

       

  地下浸透① 

 

 

       

                   

淡水 

  表面流出④ 
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  吸収・付着⑤ 

                           

         

  摂取・吸収・付着⑤ 

      

       

          

 土壌汚染に係る基準等の設定状況 

 ① 地下水への溶出→地下水摂取     【土壌環境基準（溶出基準）】 

 ② 汚染土壌の直接摂取     【ダイオキシン類に係る土壌環境基準】 

                     【土壌中の含有量要措置レベル】 

 ③ 大気への揮散→吸入                      

 ④ 公共用水域への土壌粒子の流出→魚介類への蓄積→摂食           

 ⑤ 農作物、家畜への蓄積→摂食    【土壌環境基準（農用地基準）】 

 

 
土壌からの飛散・揮散については、ダイオキシン類の大気環境基準の

設定にあたって、大気中濃度に含まれるものとして扱われた。 


